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巻
六
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

岩

野

英

夫

　
（
一
九
七
九
）

一　

は
じ
め
に

二　

P
lacita

と
は

三　

裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
意
味
す
る
史
料
用
語

四　

P
lacita

は
中
世
初
期
の
発
明
品

五　

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
書
式

六　

国
王P

lacita

の
書
式

七　

P
lacita

の
作
り
は
粗
雑

八　

R
eferendar

と
宮
中
伯

九　

お
わ
り
に
―P

lacita

の
作
り
の
粗
雑
さ
の
背
景
―



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
四
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
時
代
（
五
世
紀
末
〜
七
五
一
年
）
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
予
備
作
業
と
し
てP

lacita

と
い
う
も
の
の
諸
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
王P

lacita

以
外
に
は
宮
宰（

1
）P

lacita

が

存
在
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
はP

lacita

の
う
ち
国
王P

lacita

に
焦
点
を
あ
て
、
宮
宰P

lacita

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

　

こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
趣
旨
は
、
拙
稿
「
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち
」〔
以
下
、
拙
稿
「
か
た
ち
」
と
略
記
す
る
〕
の
「
は
じ

め
に
」
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る（

2
）。

　

拙
稿
「
か
た
ち
」
で
、「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
と
「
裁
判
文
書
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
前
者
を
、「
裁
判
終
了
後
に
手
交
さ
れ
た
、
法

廷
に
証
拠
と
し
て
提
出
で
き
る
、
証
明
力
を
持
つ
判
決
書
と
で
も
言
う
べ
き
、
よ
り
専
門
的
な
意
味
」
を
持
た
せ
て
使
用
し
、
後
者
を
、「
何

で
あ
れ
裁
判
に
関
係
し
た
文
書
と
い
う
よ
う
な
幅
広
い
意
味
」
を
持
た
せ
て
使
用
す
る
、
と
断
り
書
き
を
し
た
。
本
稿
も
、
こ
の
区
別
を
踏

襲
し
て
い
る（

3
）。

　

本
稿
が
特
に
依
拠
す
る
文
献
は
以
下
で
あ
る
。A

ndrea Stieldorf, Z
um

 „V
erschw

inden “ der herrscherlichen P
lacita am

 B
eginn 

des 9. Jahrhunderts, in A
rchiv für D

iplom
atik, Schriftgeschichte, Siegel- und W

appenkunde, B
d.53, 2007, S. 1-26, W

erner 

B
ergm

ann, U
ntersuchungen zu den G

erichtsurkunden der M
erow

ingerzeit, in A
rchiv für D

iplom
atik, Schriftgeschichte, 

Siegel- und W
appenkunde, B

d.22, 1976, S. 1-186. 

以
下
、
本
文
あ
る
い
は
注
で
、
前
者
をStieldorf 

、
後
者
をB

ergm
ann

と
略
記

す
る
。

　

本
稿
が
特
に
引
用
す
る
史
料
集
は
以
下
で
あ
る
。M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata R
egum

 F
rancorum

 e stirpe 

M
erovingica 

（D
ie U

rkunden der M
erow

inger

）, E
rster Teil,　

N
ach V

orbearbeiten von C
arlrichard B

rühl, hrsg. von T
heo 

　
（
一
九
八
〇
）
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志
社
法
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六
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巻
六
号

K
ölzer unter M

itw
irkung von M

artina H
artm

ann und A
ndrea Stieldorf, H

annover 2001. 

本
文
あ
る
い
は
注
でK

ölzer

本

D
iplom

ata

と
略
記
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
専
門
分
野
を
異
に
す
る
読
み
手
を
想
定
し
、
同
じ
専
門
分
野
の
研
究
者
に
は
不
必
要
な
注
記
や
説
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
ま
た
、
本
文
、
注
に
お
け
る
〔　

〕
の
中
の
記
述
は
私
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
⒞
⑵
平
成
一
四
年
度
―
平
成
一
六
年
度
〈14520015

〉
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二　

Placita
と
は

　

P
lacita

は
、P

lacitum

の
複
数
形
で
あ
る
。
拙
稿
「
か
た
ち
」
で
は
、P

lacita

に
つ
い
て
次
の
注
記
を
し
た（

4
）。

広
義
で
は
、判
決
を
含
ん
で
い
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
。
狭
義
で
は
「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
で
、「
訴
訟
の
全
経
過
を
書
き
記
す
方
式
で
の
、

国
王
裁
判
所
の
判
決
〔
書
〕」（E

ugen H
aberkern / Joseph F

riedrich W
allach, H

ilfsw
örterbuch für H

istoriker, 2. B
d., 

V
erlag F

rancke, M
ünchen 1964, S. 482

）、「
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
が
終
了
し
た
後
に
判
決
を
書
面
に
し
た
も
の
で
あ
る
一

種
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
がplacitum

と
呼
ば
れ
て
い
る
」（R

. C
. V

an C
aenegem

, a. a. O
., S. 56.

）。「P
lacitum

は
、
裁
判
経
過
が
正

確
に
再
現
さ
れ
て
い
る
点
で
、
そ
の
文
書
形
式
上
の
構
成
に
お
い
て
通
常
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
持
つ
諸
特
徴
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
外

見
上
の
特
徴
に
見
ら
れ
る
差
異
―
た
い
て
い
の
場
合
存
在
し
な
い
、
君
主
の
個
人
署
名
。
多
様
な
押
印
。
安
価
な
飾
り
振
り
。
私
文
書

と
の
近
似
性
―
は
、
程
度
の
問
題
で
し
か
な
い
」（R

enate K
lauser / O

tto M
eyer, C

lavis M
ediaevalis, V

erlag O
tto 

H
arrassow

itz, W
iesbaden 1966, S.192

）。

　
（
一
九
八
一
）
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こ
の
注
記
に
よ
る
と
、Placita

は
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
で
あ
り
、
狭
義
の
意
味
で
は
「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、P

lacita

あ
る
い
は
そ
の
単
数
形
のP

lacitum

の
語
意
を
辞
書
で
調
べ
て
み
る
と
そ
の
意
味
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

例
え
ば
、J. F. N

ierm
eyer &

 C
. V

an de K
ieft, M

ediae L
atinitatis L

exicon M
inus, 2002

〔
以
下
、
本
文
や
注
で
はN

ierm
eyer 

と
略
記
す
る
〕
は
、P

lacitum

に
、「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
訳
を
与
え
て
い
な
い
。「
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
に
関
連

す
る
訳
語
で
はV

ertragsurkunde

（
契
約
ウ
ワ
ク
ン
デ
）
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。E

duard B
rinckm

eier, G
lossarium

 

D
iplom

aticum
, B

and 2, 1863

〔
以
下
、
本
文
や
注
で
はB

rinckm
eier 

と
略
記
す
る
〕
に
は
、
そ
も
そ
も
「
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
に
関
連
す

る
訳
語
が
な
い
。

　

裁
判
に
直
接
に
関
係
す
る
訳
語
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、N

ierm
eyer 

は
次
の
訳
語
をP

lacitum

に
当
て
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、

ド
イ
ツ
語
に
よ
る
訳
語
の
う
ち
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語
の
訳
語
だ
け
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
①V

erpflichtung der prozessführenden 

P
arteien, an einem

 solchen Term
in vor G

ericht zu erscheinen

（
決
ま
っ
た
裁
判
期
日
に
出
廷
す
る
、
訴
訟
当
事
者
の
義
務
）。
②

Sitzung eines G
erichts

（
裁
判
会
議
）。 G

erichtsversam
m

lung

（
裁
判
集
会
）・
そ
の
例
と
し
てG

erichtsversam
m

lung für das 

G
rafengericht

（
グ
ラ
ー
フ
裁
判
の
裁
判
集
会
）、 die öffentliche G

erichtsversam
m

lung

（
公
の
裁
判
集
会
）、 D

ing

（
裁
判
集
会
）
な

ど
。
③das R

echt, G
ericht zu halten

（
裁
判
を
行
う
権
利
）, G

erichtsgew
alt

（
裁
判
権
）。
④eine bestim

m
te G

erichtsbarkeit

（
一

定
の
裁
判
権
）・
そ
の
例
と
し
てkönigliche G

erichtsbarkeit
（
国
王
裁
判
権
）
な
ど
。
⑤E

inkünfte der G
erichtsbarkeit

（
裁
判
権

に
基
づ
く
収
入
）。
⑥K

lage, R
echtsstreit, P

rozess

（
訴
え
、
法
律
上
の
争
い
・
係
争
、
訴
訟
）。

　

B
rinckm

eier

に
はG

erichtssitzung

（
裁
判
会
議
）
の
訳
語
が
あ
り
、
関
連
す
る
用
例
を
複
数
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Jürgen W
eitzel

に
よ
れ
ば
、「P

lacitum

は
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
意
味
し
て
は
い
ず
、〝
訴
訟
契
約
（Streitgedinge

）〞〝
も
と
も
と
、
契
約

に
よ
り
合
意
さ
れ
た
期
日
（Term

in

）〞〝
個
別
の
裁
判
（
公
判
）
期
日
〞
そ
し
て
〝
そ
の
よ
う
な
期
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
（F

rist. 

期

　
（
一
九
八
二
）
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六
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巻
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限
）〞
を
意
味
し
て
い
る（

5
）」（〝　

〞
は
岩
野
に
よ
る
）。
ち
な
み
に
、P

lacitum

と
い
う
用
語
を
五
一
一
年
〜
五
五
八
年
と
い
う
早
い
段
階
で

登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
勅
令
「P

actus pro tenore pacis dom
norum

 C
hildeberti et C

hlotharii regum

」（
平
和
維
持
の
た
め
の
、

ヒ
ル
デ
ベ
ル
ト
国
王
と
ク
ロ
タ
ー
ル
国
王
の
協
定（

6
））

で
あ
る
。P

lacitum

は
、
そ
こ
で
は
「
出
廷
義
務
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、P

lacitum

、P
lacita

は
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
か
。W

eitzel

な
ど
に
よ

れ
ば
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
時
代
（
七
五
一
年
〜
十
世
紀
末
）
が
終
わ
っ
た
後
に
な
っ
て
、
国
王
裁
判
手
続
を
記
録
し
た
ウ
ワ
ク

ン
デ
そ
の
も
の
がP

lacita
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う（

7
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
の
文
書
作
成
者
はP

lacitum

、P
lacita

を
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」「
国

王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
を
表
現
す
る
た
め
の
用
語
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
本
章
冒
頭
に

引
用
し
た
注
記
の
よ
う
な
説
明
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
古
文
書
学
（D

iplom
atik

）
や
法
史
学
が
学
問
の
世
界
でP

lacitum

、

P
lacita

を
「
誤
っ
て
」
そ
の
意
味
で
使
用
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
定
着
し
た
の
だ
、
とB

ergm
ann

は
述
べ
て
い
る（

8
）。

三　

裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
意
味
す
る
史
料
用
語

　

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
に
つ
い
て
言
え
ば
、P

lacitum

、P
lacita

を
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
で
使
う

の
は
学
問
の
世
界
の
用
語
法
で
、
実
際
の
文
書
の
中
で
の
用
語
法
〔
以
下
、
史
料
用
語
と
言
う
〕
で
は
な
い
。
で
は
、「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」

を
意
味
す
る
史
料
用
語
は
存
在
し
て
い
な
い
の
か
。

　

T
h. Sickel

は
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る（

9
）。

君
主
一
般
と
し
て
の
国
王
で
は
な
く
、
最
高
裁
判

官
と
し
て
の
国
王
の
下
に
お
い
て
終
局
判
決
を
経
て
作
成
さ
れ
た
、
権
利
の
保
証
や
確
認
の
た
め
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
は
そ
れ
に
固
有
の
文
書

　
（
一
九
八
三
）
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法
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六
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作
成
フ
ォ
ー
ム
が
あ
る
。
そ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
ほ
か
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
同
様
にpraecepta

〔praeceptum

の
複
数
形
。
関
連
す
る
用
語
に

praeceptio

が
あ
る
〕
と
呼
ば
れ
て
も
い
る
が
、
し
か
し
、「
通
常
、
個
別
の
名
前
を
持
っ
て
い
る
：notitia

、 iudicium

、 iudicatum

、

あ
と
に
続
く
数
世
紀
に
お
け
るplacita

で
あ
る
」。

　

N
ierm

eyer
は
、notitia

の
訳
語
の
一
つ
にSchriftstück

（
文
書
）
を
当
て
、
そ
し
て
こ
の
訳
語
の
用
例
の
一
つ
に
（Schriftstück für 

ein schriftliches U
rteil

）
を
あ
げ
て
い
る
。「
判
決
書
」
を
意
味
し
て
い
る
「
文
書
」
の
ケ
ー
ス
、
と
意
訳
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ

くiudicium

、iudicatum
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
語
の
一
つ
にG

erichtsurkunde

（
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
）
を
あ
げ
て
い
る
。

　

B
ergm

ann

も
、T

h. Sickel
と
同
じ
く
、「
国
王placita 

は
通
常praeceptiones 

〔praeceptio

の
複
数
形
〕
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
王
勅
書
（königliche P

räzepte

）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る（

10
）。

し
か
し
、

N
ierm

eyer

は
、praeceptio

や praeceptum

の
訳
語
の
一
つ
と
し
てK

önigsurkunde

（
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
）
を
当
て
て
い
る
が
、
そ
の

訳
語
の
用
例
と
し
て
「
判
決
書
」
や
「
裁
判
」
に
関
係
し
た
も
の
を
特
に
指
摘
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、praeceptio

や praeceptum

に
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、notitia

、 iudicium

、 iudicatum

の
場
合
以
上
に
、
文
書
内
容
全
体
に

つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

拙
稿
「
か
た
ち
」
で
は
、「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
を
持
つ
用
語
と
し
てnotitia

、scriptum

、carta evindicata

、iudicium
 

evindicatum

、judicium

を
指
摘
し
た（

11
）。evindicatum

, evindicata 

は
、
不
定
法
（
現
在
）
がevindicare

で
あ
る
動
詞
の
完
了
分
詞
で

あ
る
。
動
詞evindicare

の
意
味
は
、N

ierm
eyer

に
よ
れ
ば
、etw

as durch einen U
rteilsspruch zuerkannt bekom

m
en

（
判
決
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
、
あ
る
物
を
勝
ち
取
る
）、einen F

all gew
innen

（
勝
訴
す
る
）
で
あ
る
。N

ierm
eyer

はiudicium
 evindicatum

にU
rteil

（
判
決
）
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る（

12
）。carta

の
意
味
は
こ
の
場
合
は
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
。

　

拙
稿
「
か
た
ち
」
は
、
ま
た
、praeceptio

、 praeceptum

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、iudicium

 evindicatum

、confirm
atio

、

　
（
一
九
八
四
）
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praeceptio

と
い
う
三
者
並
列
の
書
き
方
で
、
裁
判
当
事
者
の
一
方
が
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
種
類
を
区
別
す
る
意
味
合
い

を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
も
、praeceptio

や praeceptum

に
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」

の
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
文
書
内
容
全
体
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

13
）。

四　

Placita

は
中
世
初
期
の
発
明
品

　

以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
、P

lacita

を
、
慣
例
に
従
い
、
古
文
書
学
の
言
う
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
で
使
う
。Stieldorf

は
、
こ

の
意
味
で
のP

lacita

は
「
中
世
初
期
の
発
明
品
（“E

rfindung ” des frühen M
ittelalter

）」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る（

14
）。P

lacita

の
モ
デ

ル
と
な
る
も
の
は
古
代
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
西
側
の
支
配
は
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族

の
侵
入
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
国
家
の
興
亡
の
中
で
潰
え
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
中
世
世
界
形
成
の
時
代
へ
と
歴
史
の
針

は
進
ん
で
行
く
。
そ
の
際
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
国
家
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
は
ロ
ー
マ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
活
用
す
る
。
統
治
に

関
係
す
る
文
書
制
度
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る（

15
）。

し
か
し
、
こ
のP

lacita

と
い
う
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
書
式
は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王

国
に
よ
る
発
明
品
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

何
が
一
番
の
違
い
な
の
か
。P. C

lassen

は
、
帝
政
時
代
、
特
に
そ
の
後
期
（
専
制
君
主
政（

16
））

の
ロ
ー
マ
で
決
ま
っ
た
か
た
ち
を
獲
得
す

る
こ
と
に
な
るK

aiserreskript

と
の
比
較
で
、
そ
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
ロ
ー
マ
に
は
、
所
有
権
や
諸

特
権
を
適
法
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
役
割
を
そ
れ
自
体
と
し
て
担
う
ウ
ワ
ク
ン
デ
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
が
証
明
手
段
と
な
る

ウ
ワ
ク
ン
デ
の
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
手
元
で
保
管
す
る
の
は
権
利
者
で
、
そ
の

権
利
者
は
い
ざ
と
い
う
時
に
は
自
己
の
責
任
に
お
い
て
例
え
ば
法
廷
に
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
持
参
し
提
出
す
る
、
と
い
う
制
度
は
存
在
し
て

　
（
一
九
八
五
）
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い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
で
あ
るP

lacita

は
証
明
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
勝
訴
者
に
手
交
さ
れ
、
勝
訴
者
の
手
元

で
保
管
さ
れ
、
必
要
な
時
必
要
な
場
所
に
保
管
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、P

lacita

も
ロ
ー
マ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る（

17
）。

　

K
aiserreskript

のK
aiser

は
皇
帝
で
あ
り
、R

eskript

（
ラ
テ
ン
語
はrescriptum

）
は
皇
帝
に
係
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
中
で
「
最
も
重
要
」

な
も
の
で
、「
裁
判
官
た
ち
、
役
人
た
ち
、
あ
れ
こ
れ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
個
々
の
臣
民
た
ち
か
ら
皇
帝
の
下
に
来
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
様
ざ

ま
な
問
い
合
せ
や
請
願
に
対
す
る
「
回
答
」
で
あ
る
」（S. 16

）。
本
稿
で
は
、「
皇
帝
答
書
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
お
く
。「
皇
帝
答
書
」

の
中
で
一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
民
事
や
刑
事
の
裁
判
に
関
係
す
る
も
の
で
（S. 16

）、
特
に
帝
政
後
期
に
は
「
皇
帝
答
書
」
の
中
で

裁
判
関
係
の
も
の
と
そ
れ
以
外
の
も
の
と
が
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
事
柄
の
対
象
の
違
い
で
は
な
く
て
、
司
法
庁

と
行
政
庁
の
分
離
と
い
う
、
近
代
的
観
念
に
通
じ
る
考
え
方
に
基
づ
く
の
だ
と
い
う
（S. 22

）。

　

訴
訟
に
関
係
し
た
「
皇
帝
答
書
」
の
受
領
者
は
そ
れ
を
裁
判
官
に
提
出
し
、
そ
れ
は
そ
の
あ
と
そ
の
提
出
先
で
登
録
さ
れ
る
。
訴
訟
関
係

以
外
の
「
皇
帝
答
書
」
の
場
合
も
同
様
で
、
そ
の
受
領
者
は
所
管
の
役
人
に
提
出
し
、
そ
の
あ
と
そ
の
提
出
先
で
登
録
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
の

場
合
も
、「
皇
帝
答
書
」
の
役
割
は
登
録
手
続
に
着
手
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
時
点
で
終
え
る
。
役
人
た
ち
は
、
登
録
を
す
る
に
際
し
て
、

当
該
「
皇
帝
答
書
」
が
例
え
ば
嘘
の
請
願
書
を
出
す
な
ど
の
不
正
手
段
で
入
手
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
請
願
書
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て

い
る
か
等
々
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（S. 22

）。

　
「
皇
帝
答
書
」
が
こ
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
登
録
さ
れ
る
手
続
の
流
れ
は
、allegatio

と
呼
ば
れ
て
い
る
（S. 22, 30

）。allegatio

は

insinuatio

と
同
義
で
あ
る（

18
）。H

. H
eum

ann-E
. Seckel

に
よ
れ
ば
、insinuatio 

の
動
詞
（
不
定
形
現
在
）insinuare

の
意
味
に
、「
裁
判

所
あ
る
い
は
そ
の
他
の
官
庁
で
提
出
す
る
、
持
ち
出
す
・
呈
示
す
る
、
申
し
述
べ
る
」「
裁
判
所
あ
る
い
は
そ
の
他
の
官
庁
で
登
録
さ
せ
る
」

が
あ
る
。insinuatio

に
は
、「
登
録
さ
れ
る
説
明
（E

rklärung

）、
官
庁
で
登
録
さ
れ
る
説
明
」
の
意
味
が
あ
る（

19
）。 　

（
一
九
八
六
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
四
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

　
「
皇
帝
答
書
」
で
確
認
さ
れ
て
い
る
権
利
な
ど
は
、
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
法
的
に
有
効
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
必
要

な
場
合
に
は
、
役
人
に
よ
る
執
行
が
行
わ
れ
る
（S.30

）。「
皇
帝
答
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
は
、
権
利
保
証
の
実
際
的
・
法
的
効
果

は
な
い
（S.30

）。
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
登
録
手
続
を
経
て
作
成
さ
れ
た
記
録
（A

kte 

公
文
書
）
が
唯
一
権
利
を
根
拠
づ

け
、
権
利
の
持
続
性
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
保
証
と
の
関
係
で
は
、「
皇
帝
答
書
」
を
保
存
す
る
こ
と
に
い
か
な
る

意
味
も
な
か
っ
た
（S.35

）。

　
「
皇
帝
答
書
」
はK

anzlei

（
書
記
局
）
で
交
付
さ
れ
た
。
元
老
院
議
員C

assiodorus

（485－
580

）
の
作
品V

ariae

所
収
の
も
の
で
は
、

請
願
者
な
ど
受
益
者
が
名
宛
人
の
「
皇
帝
答
書
」
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
多
い
の
は
所
管
の
役
人
を
名
宛
人
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
役
人
が
名
宛
人
の
「
皇
帝
答
書
」
の
場
合
、
そ
れ
が
皇
帝
使
者
に
よ
り
当
該
役
人
に
直
接
届
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
受
益
者

が
ま
ず
受
け
取
り
、
当
該
役
人
に
届
け
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
ほ
か
に
、
請
願
書
の
中
で
い
わ
ば
「
被
告
」
の
立
場
に
あ
る
者
を
名
宛
人

に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。「
被
告
」
は
全
員
が
司
教
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
被
告
」
宛
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
（S. 25-26

）。

　
「
皇
帝
答
書
」
は
、
帝
政
期
ロ
ー
マ
に
お
け
る
官
僚
制
の
整
備
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
係
す
る
間
接
情
報
と
し
て
、

以
下
、
佐
藤
篤
士
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
史
」
か
ら
、
帝
政
後
期
の
官
僚
制
に
関
わ
る
叙
述
を
紹
介
し
て
お
く（

20
）。

　
「
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
は
帝
国
を
二
分
し
、各
々
に
正
帝
（A

ugustus

）
を
お
い
て
共
同
統
治
者
と
し
、ま
た
副
帝
（C

aesar

）

を
任
命
し
て
正
帝
と
準
血
族
関
係
を
結
ば
せ
こ
れ
を
正
帝
候
補
者
と
し
た
。
東
西
各
々
中
央
官
庁
を
持
ち
、
全
領
土
は
細
分
さ
れ
て
、

県
（provincia

）
―
郡
（dioecesis

）
と
な
り
、
県
に
は
知
事
（praeses

）、
郡
に
は
郡
長
（vicarius

）
が
お
か
れ
、
彼
ら
は
司
法
・

行
政
を
司
っ
た
。
郡
長
は
、
全
国
四
名
の
省
の
長
官
（praefectus praetorio

）
の
代
官
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
の
よ
う
に
皇
帝
自
ら

任
命
し
辞
令
を
発
す
る
官
僚
群
に
は
、
上
命
下
達
の
支
配
の
階
層
秩
序
が
で
き
あ
が
り
、
軍
隊
指
揮
権
が
皇
帝
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
、

　
（
一
九
八
七
）
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軍
事
・
司
法
・
行
政
の
包
括
的
命
令
権
（im

perium

）
を
持
っ
て
長
官
が
属
州
を
統
治
す
る
と
い
う
か
つ
て
の
仕
組
み
は
完
全
に
失

わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
皇
帝
の
行
政
は
家
内
行
政
と
一
体
と
な
り
、
官
房
長
官
（m

agister officiorum

）
を
頂
点
と
し
て
、
宮
廷
内

の
法
務
・
財
政
・マ

担マ当
長
官
や
枢
密
顧
問
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
が
帝
国
の
中
枢
機
関
と
な
っ
た
」。

　

ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
フ
ラ
ン
ク
王
国
へ
の
時
代
的
変
遷
、
す
な
わ
ち
官
僚
制
に
よ
る
統
治
の
仕
組
か
ら
非
官
僚
制
―
主
君
と
臣
下
と
の
主
従

関
係
な
ど
人
的
な
繋
が
り
に
よ
る
統
治
の
仕
組
へ
の
時
代
的
変
遷
が
、
ロ
ー
マ
の
皇
帝
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ

と
の
間
に
、
性
格
の
基
本
的
な
違
い
を
生
み
出
す
背
景
に
な
っ
て
い
る
（S. 90－

91

）。

五　

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
書
式

　

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
一
つ
で
あ
るP

lacita

の
書
式
を
検
討
す
る
た
め
に
、
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
書
式
と
言
わ
れ
て
い
る
型
を
整

理
し
て
お
き
た
い
。C

lavis M
ediaevalis

に
よ
れ
ば（

21
）、

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
書
式
は
大
き
く
三
つ
の
構
成
に
分
か
れ
、
ま
た
各
構
成

は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
小
構
成
に
分
か
れ
る
、
と
い
う
。

I. P
rotokoll : 1. Invocatio, 2. Intitulaito m

it D
evotionsform

el, 3. Inscriptio m
it Salutatio

II. Text : 1. A
renga, 2. P

rom
ulgatio, 3. N

arratio, 4. D
ispositio, 5. P

oenform
el, 6. C

orroboratio

III. E
schatokoll : 1. Subscriptio, 2. D

atierung, 3. A
pprecatio

　
（
一
九
八
八
）
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P

rotokoll

は
首
部
の
定
式
文
の
こ
と
。Invocatio

は
呼
び
か
け
と
か
祈
り
の
意
味
で
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
冒
頭
で
、「
全
能
の
神
と
わ
れ
ら

が
救
世
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
御
名
に
お
い
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
神
の
名
を
呼
ん
だ
り
、
神
に
呼
び
か
け
た
り
す
る
こ
と
。
装
飾
文

字
（M

onogram
m

）
が
使
わ
れ
た
り
す
る
。Intitulaito

は
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
交
付
者
で
あ
る
国
王
の
名
前
や
国
王
と
い
う
肩
書
き
な
ど
を
書

く
こ
と
で
あ
る
。D

evotionsform
el

のD
evotion

と
は
敬
虔
と
か
帰
依
、
謙
譲
の
意
味
が
あ
り
、F

orm
el

は
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。「
神
の
恩

寵
に
よ
る
御
加
護
を
得
て
王
た
る
ロ
タ
ー
ル
」
と
い
う
表
現
を
例
に
と
れ
ば
、Intitulaito

は
「
王
た
る
ロ
タ
ー
ル
」
で
あ
り
、
そ
の

Intitulaito

が
伴
っ
て
い
る D

evotion

フ
ォ
ー
ム
は
「
神
の
恩
寵
に
よ
る
御
加
護
を
得
て
」
で
あ
る
。Inscriptio

と
は
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
宛
先

で
あ
る
人
や
組
織
の
名
前
や
肩
書
き
を
あ
げ
る
こ
と
。
そ
の
際
、Salutatio

（
挨
拶
）
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て

Inscriptio m
it Salutatio

と
は
、
挨
拶
を
添
え
て
、
宛
先
で
あ
る
人
や
組
織
の
名
前
や
肩
書
き
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る（

22
）。

　

Text

と
は
本
文
の
こ
と
で
あ
る
。A

renga

と
は
修
辞
的
意
味
合
い
を
持
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
ス
タ
イ
ル
で
の
書
き
始
め
の
こ
と
で
、
こ
こ

で
は
、
例
え
ば
「
神
を
敬
う
、
正
義
と
理
性
に
か
な
い
し
心
を
も
っ
て
、
朕
が
神
の
僕
た
ち
の
願
い
を
了
と
す
る
な
ら
ば
、
主
か
ら
神
の
恵

み
を
受
け
る
も
の
と
朕
は
信
ず
る（

23
）」

と
い
う
よ
う
に
、国
王
で
あ
る
こ
と
の
責
務
や
統
治
者
で
あ
る
こ
と
の
理
念
な
ど
に
関
連
づ
け
な
が
ら
、

ウ
ワ
ク
ン
デ
を
交
付
す
る
意
義
・
一
般
的
理
由
が
語
ら
れ
る
。P

rom
ulgatio

は
、「
現
在
お
よ
び
将
来
の
、
聖
な
る
神
の
教
会
の
す
べ
て
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
び
に
す
べ
て
の
朕
の
臣
下
に
対
し
て
〔
コ
レ
コ
レ
ノ
コ
ト
ガ
〕
知
ら
し
め
ら
れ
る
（notum

 sit

）」
と
い
う
よ
う
に
、〔
コ

レ
コ
レ
ノ
コ
ト
〕
を
し
た
の
で
そ
の
こ
と
を
「
公
に
知
ら
せ
る
」
と
い
う
、
通
常
は
「notum

 sit

」
で
括
ら
れ
る
言
い
回
し
で
、
こ
の
言

い
回
し
がA

renga

に
続
く
。
そ
し
て
、
そ
の
「notum

 sit

」
と
い
う
動
詞
の
あ
と
に
、〔
コ
レ
コ
レ
ノ
コ
ト
〕
が
長
々
と
続
く
。
こ
の
〔
コ

レ
コ
レ
ノ
コ
ト
〕
の
前
半
がN

arratio

で
あ
り
、
こ
こ
で
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
作
成
・
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
が
例
え
ば
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。「
い
と
も
尊
き
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
長E

nglibert

は
、
教
父
に
し
て
大
司
教
で
あ
る
敬
う
べ
きH

eriger

と
そ
れ
以
外
の
朕
の

王
国
の
貴
顕
の
士
た
ち
の
仲
立
ち
に
よ
っ
て
、
国
王
で
あ
り
ま
た
皇
帝
で
も
あ
っ
た
朕
の
祖
先
た
ち
か
ら
、
修
道
士
た
ち
と
聖
ガ
レ
ン
修
道

　
（
一
九
八
九
）
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院
と
に
交
付
さ
れ
た
証
書
な
ら
び
に
勅
命
を
、
朕
の
確
認
証
書
に
よ
り
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
ほ
し
い
と
嘆
願
し
た（

24
）」。

そ
の
嘆
願
を
受
け

て
、
国
王
が
し
た
こ
と
の
中
身
が
〔
コ
レ
コ
レ
ノ
コ
ト
〕
の
後
半
に
あ
た
るD
ispositio

で
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
中
核
部
分
で
あ
る
。「
朕
は

E
nglibert

修
道
院
長
の
願
い
に
快
く
承
認
を
与
え
、
併
せ
て
祖
先
た
ち
が
修
道
院
に
認
め
し
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
吟
味
し
た
。
か
く
し
て

こ
れ
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
証
書
本
文
が
そ
の
該
当
す
る
く
だ
り
に
お
い
て
明
記
し
て
い
る
と
お
り
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を
、
聖
ガ
レ
ン
修
道

院
が
保
持
す
る
こ
と
を
命
じ
且
つ
決
定
す
る
。〔
以
下
略（

25
）〕」

がD
ispositio

の
一
例
で
あ
る
。〔
コ
レ
コ
レ
ノ
コ
ト
〕
の
あ
と
に
は
、
国
王
の

こ
の
決
定
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
罰
す
る
と
い
う
警
告
文
が
書
か
れ
る
。
そ
れ
がP

oenform
el

で
あ
る
。
こ
れ
に
続
くC

orroboratio

は
、

ウ
ワ
ク
ン
デ
の
信
頼
性
を
将
来
に
亘
っ
て
保
証
す
る
た
め
の
記
述
の
こ
と
で
あ
る
。「
而
し
て
、
こ
の
証
書
が
神
の
御
名
に
お
い
て
完
全
な

確
実
さ
を
得
、
聖
な
る
教
会
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
朕
の
臣
下
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
真
正
な
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
、
よ
り
注
意
深
く
保
管
さ
れ
る

よ
う
、
こ
の
証
書
に
朕
の
印
章
を
押
印
せ
し
む
る
も
の
な
り（

26
）」。

　

E
schatokoll 

は
尾
部
の
定
式
文
で
あ
る
。 Subscriptio 

は
署
名
、 D

atierung

は
年
月
日
、 A

pprecatio

は
末
文
の
挨
拶
で
、例
え
ば
、「
神

の
御
名
に
お
い
て
、
平
安
と
祝
福
を
、 

ア
ー
メ
ン（

27
）」

で
あ
る
。

六　

国
王Placita

の
書
式

翻
刻
の
際
の
約
束
事

　

国
王P

lacita

の
書
式
を
整
理
す
る
た
め
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
二
通
のP

lacita

を
模
写
し
た
も
の
〔
以
下
、
模
写
版
と

略
記
〕
と
そ
のP

lacita

を
翻
刻
し
た
も
の
〔
以
下
、
翻
刻
版
と
略
記
〕
と
を
掲
載
す
る
。
一
通
目
の
模
写
版
を
図
1－

1
（
模
写
版
）、
翻

刻
版
を
図
1－

2
（
翻
刻
版
）、
二
通
目
の
模
写
版
を
図
2－

1
（
模
写
版
）、
翻
刻
版
を
図
2－

2
（
翻
刻
版
）
と
表
記
す
る（

28
）。

　
（
一
九
九
〇
）
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① 

図
2－

1
（
模
写
版
）
の
一
行
目
は
大
き
な
文
字
で
書
か
れ
、
独
立
し
た
行
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
図
2－

2
（
翻
刻
版
）

の
一
行
目
に
該
当
す
る
。
こ
の
図
2－

2
（
翻
刻
版
）
の
一
行
目
の
（C

., N
. T.

）
は
、
図
2－

1
（
模
写
版
）
一
行
目
の
左
端
と
そ
の
す

ぐ
右
隣
り
の
箇
所
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
示
す
略
記
号
で
あ
る
。
略
記
号C

.

は
古
文
書
学
で
言
うC

hrism
on

のC
.

を
、N

. T.

は

N
otae T

ironianae

の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
の
N
と
T
を
指
し
て
い
る
。C

hrism
on

は
、
キ
リ
ス
ト
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に

表
現
す
る
符
号
で
あ
り
、
豪
華
に
装
飾
さ
れ
た
独
特
の
十
字
架
が
符
号
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、C

hristus

の
頭
文

字
C
を
あ
し
ら
っ
た
装
飾
文
字
（M

onogram
m

）
が
使
わ
れ
て
い
る
。Notae T

ironianae

は
速
記
文
字
の
こ
と
で
あ
る（

29
）。し

た
が
っ
て
、（C

., 

N
. T.

）
は
、
文
書
の
出
だ
し
にC

hrism
on

が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
速
記
文
字
で
書
か
れ
た
文
言
が
あ
る
こ
と
を
一
目
で
分
か
ら
せ
る
た

め
の
翻
刻
技
術
上
の
工
夫
で
あ
る
。

　

図
2－

2
（
翻
刻
版
）
の
一
行
目
のxxx---xxx

は
、
翻
刻
さ
れ
た
手
書
き
文
書
の
中
のxxx

とxxx

と
の
間
は E

longata

で
書
か
れ
て

い
る
（in E

longata

）、
と
い
う
こ
と
を
一
目
瞭
然
に
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。E

longata

は
文
書
作
成
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
書
体
の

一
つ
で
あ
り
、
文
字
の
上
や
下
の
部
分
を
長
く
伸
ば
し
て
書
い
た
り
、
行
間
を
大
き
く
空
け
る
な
ど
空
間
を
広
く
取
っ
て
書
く
な
ど
の
ス
タ

イ
ル
を
特
徴
に
し
て
い
る
。
荘
重
な
感
じ
を
持
た
せ
る
た
め
の
書
体
の
よ
う
で
あ
る
。

　

図
2－

2
（
翻
刻
版
）
の
下
か
ら
四
行
目
の
（S. R

., N
. T.

）
のS. R

.

はSignum
 R

ecognitionis

（
確
認
の
し
る
し
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の

頭
文
字
の
S
と
R
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
（S. R

.

）
に
よ
っ
て
、
翻
刻
さ
れ
た
手
書
き
文
書
の
こ
の
箇
所
に
は
「
承
認
の
し
る
し
」
が
あ

る
こ
と
が
一
目
で
分
か
る
。
同
じ
く
下
か
ら
三
行
目
の
（S. I.

）
のS. I.
はSigillum

 Im
pressum

の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
の
Ｓ
と
Ｉ
で
、（S. 

I.

）
は
翻
刻
さ
れ
た
手
書
き
文
書
の
こ
の
箇
所
に
、Sigillum

（
印
章
）
がIm

pressum

（
押
印
）
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

P
lacitum

の
場
合
、
直
径
三
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
印
章
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。

　

②
図
1－

2
（
翻
刻
版
）
の
下
か
ら
三
行
目
の
（L

. S.

）
の
中
のL

. S.

はL
ocus sigilli

の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
L
と
S
を
指
し
て
い
て
、

　
（
一
九
九
一
）
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図 1 ‒ 1
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九
九
二
）
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九
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三
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九
四
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（L
. S.

）
は
翻
刻
さ
れ
た
手
書
き
文
書
の
こ
の
箇
所
が
「Sigillum

（
印
章
）
の
位
置
（L

ocus

）」
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の

P
lacitum

の
場
合
、
印
章
は
一
七
二
一
年
ま
で
は
残
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
失
わ
れ
て
い
て
、
直
径
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
、
縁
の
丸
い
く

ぼ
み
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

翻
刻
版
図
2－
2
（
ウ
ワ
ク
ン
デ
番
号N

r. 155

）
試
訳

　

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
型
と
比
較
す
る
こ
と
で
国
王P

lacita

の
書
式
の
特
徴
を
整
理
す
る
た
め
に
、
以
下
、
前
掲
翻
刻
版
図
2－

2
（
ウ
ワ
ク
ン
デ
番
号N

r. 155
）
を
試
訳
す
る
。
こ
のP

lacitum

は
仮
装
裁
判（

30
）の

事
例
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
被
告L

eodefridus

は
原
告

A
udoinus

に
対
し
て
売
却
財
産
を
引
き
渡
せ
、
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

（C
., N
. T.

）xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C
hildebert v. inl. xxx

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てC

récy-en-P
onthieu

（
ク
レ
シ
ー－

ア
ン－

ポ
ン
チ
ュ
ー
）
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共

に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
ま
た
公
正
に
判
決
を
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
訴
え
に
決
定
を
下
す
べ
く
お
り
し
時
、
高
貴
な
人
で
聖
職
者

のA
udoinus

が
来
てL
eodefrid

と
い
う
名
前
の
者
を
訴
え
た
際
、A

udoinus

〔
＝
原
告
〕
は
、le T

alou

パ
グ
ス
に
あ
るC

hildriciaecas

と
呼
ば
れ
て
い
る
所
とT

axm
edas

で
、L

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
父
の
故G

odfridus

、
同
じ
く
母
の
故R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と

し
て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
を
、
自
分
〔
＝
原
告
〕
の
お
金
を
渡
し
、
売
却

ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditio

）
に
よ
っ
て
〔
原
告
〕
自
身
の
た
め
に
買
い
入
れ
た
、
と
申
し
立
て
、
そ
し
て
、
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
読

む
た
め
に
直
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
読
ま
れ
た
、然
し
て
、同L

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
が
そ
こ
に
直
ぐ
に
出
頭
し
た
際
、

L
eodefrid

〔
＝
被
告
〕
は
、le T

alou 

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
パ
グ
ス
に
あ
る
、C

hildriciaecas

と
、
そ
れ
にT

axm
edas

と
い
う

　
（
一
九
九
六
）
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先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
所
の
、L

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
父G

odfridus

、
同
じ
く
母R
agam

berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
こ
と

に
よ
りL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
聖
職
者
のA

udoinus

〔
＝
原
告
〕
に
売
却
し
た
か
・
あ
る
い
は

こ
の
こ
と
で
お
金
を
受
け
取
っ
た
か
・
あ
る
い
は
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
そ
れ
を
自
ら
作
成
し
、
宣
誓
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
願
い
・
あ

る
い
はL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
は
自
ら
こ
の
こ
と
でA

udoinus

〔
＝
原
告
〕
の
保
証
人
で
あ
っ
た
か
、
と
質
問
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、

L
eodefrid

〔
＝
被
告
〕
は
、le T

alou 

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
パ
グ
ス
に
あ
る
、C

hildriciaecas

と
、
そ
れ
にT

axm
edas

と
い
う

先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
所
の
、L

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
父
の
故G

odfridus

、
同
じ
く
母
の
故R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続

す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid
〔
＝
被
告
〕
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
同A

udoinus

〔
＝
原
告
〕
に
売
却
し
・
そ
し
て
こ
の

こ
と
で
お
金
を
受
け
取
り
・
ま
た
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
そ
れ
を
作
成
し
、
宣
誓
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
願
い
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
で

A
udoinus

〔
＝
原
告
〕
に
対
し
て
自
ら
保
証
人
を
引
き
受
け
た
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち

（procerebus

）
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人B

ertoaldus

が
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
規
則
に
従
い
調
べ
ら

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、と
証
言
し
た
（testim

oniare

）〔
＝
訴
訟
手
続
の
結
果
を
〔
余
に
〕
再
現
し
た
〕
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）

こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
そ
れ
故
に
、
先
のA

udoinus

〔
＝
原
告
〕
は
、le T

alou 

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
パ
グ
ス
に
あ
る
、

C
hildriciaecas

と
、
そ
れ
にT

axm
edas

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
所
の
、L

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
父
の
故G

odfridus

、
同
じ
く

母
の
故R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
、

あ
ち
こ
ち
の
屋
敷
地
（m

ansis

）、あ
ち
こ
ち
の
土
地
（terris

）、あ
ち
こ
ち
の
住
居
（dom

us

）、あ
ち
こ
ち
の
そ
の
他
の
建
物
（edeficiis

）、

マ
ン
キ
ピ
ア
た
ち
、
家
畜
ど
も
（peculiis

）、〔
生
計
維
持
や
安
全
確
保
の
〕
助
け
と
な
る
あ
れ
こ
れ
の
物
、
あ
ち
こ
ち
の
森
、
あ
ち
こ
ち

の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
（aqua

）、〔
河
川
湖
沼
等
〕
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarius

）、
あ
ち
こ
ち
の

川
（decursio

）、
あ
れ
こ
れ
の
動
産
や
不
動
産
（m

obilis et im
m

obilia

）、
あ
ち
こ
ち
の
耕
作
地
や
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
（cultis et 

　
（
一
九
九
七
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
六
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

incultis

）
と
共
に
、
何
一
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、
全
て
、
ま
る
ご
と
・
何
で
あ
れ
先
の
二
箇
所
の
マ
ン
ス
で
ア
ロ
ー
ト
と
し
て
、
あ
る
い

は
買
入
れ
に
よ
り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
方
法
で
の
獲
得
に
よ
り
そ
こ
でL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
あ
る
い
は
支
配
さ

れ
て
い
た
物
を
、
聖
職
者
で
あ
る
先
のA

udoinus

〔
＝
原
告
〕
は
、
調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、
先
の

L
eodefrid

〔
＝
被
告
〕
あ
る
い
は
そ
の
相
続
人
た
ち
に
対
抗
し
て
、
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、〔
本
判
決
に

基
づ
き
〕
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
し
（habiat evindegatas

）、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat elidgatas

）
よ
う
、
そ
し
て
、

ま
た
、
こ
の
あ
と
、
聖
職
者
で
あ
る
同A

udoinus

〔
＝
原
告
〕
に
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
先
のL

eodefrid

〔
＝
被
告
〕
あ
る
い
は
そ

の
相
続
人
た
ち
は
保
証
人
と
し
て
（in autoricio

）
何
人
に
対
し
て
もA

udoinus

〔
＝
原
告
〕
を
防
御
す
る
こ
と
に
努
め
る
よ
う
、
余
は

命
ず
る
（iobim

m
us

）。

（C
.

）B
latchar

（ius

）
が
確
認
し
た
（S. R

., N
. T.

）

 

（S. I.

）〔
さ
ら
ば
（
＝
さ
よ
う
な
ら
）〕

余
の
治
世
の
十
五
年
目
、
四
月
八
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、C

récy-en-P
onthieu

（
ク
レ
シ
ー
‐
ア
ン
‐
ポ
ン
チ
ュ
ー
）

に
て
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、
幸
あ
れ

　

訳
語
の
問
題

　

試
訳
一
行
目
の
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert v. inl.

」、
す
な
わ
ち
前
掲
翻
刻
版
図
2－

2
の
「xxx C

hildebercthus rex F
rancor

（um

） v. inl.

」
のv. inl.

と
い
う
略
記
を
、vir inluster

と
解
読
す
る
か
そ
れ
と
もviribus inlustribus

と
解
読
す
る
か
で
見
解
の
相
違
が

あ
る（

31
）。

前
者
、
つ
ま
り
主
格
で
あ
れ
ば
、「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert

、
尊
き
人
」
と
試
訳
で
き
、C

hildebert

が
す
な
わ
ち
「
尊
き
人
」

と
な
る
が
、
後
者
、
つ
ま
り
与
格
で
あ
れ
ば
、「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert

、
尊
き
人
々
に
」
と
い
う
試
訳
に
な
り
、「
尊
き
人
々
」
は

　
（
一
九
九
八
）
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フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert

に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
名
宛
人
の
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。B

ergm
ann

は
、P

lacita

は
こ
の

よ
う
な
名
宛
人
を
持
た
な
い
文
書
で
あ
る
と
い
う
理
由
づ
け
な
ど
か
ら
、
前
者
の
解
読
を
支
持
し
て
い
る（

32
）。

 

そ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
翻
刻
版
図
1－

2
は
、xxx C

hlodouius rex F
ranc

（orum

） v

（iris

） inl（ustrebus

） xxx

と
与
格
で
翻
刻
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
別
のP

lacitum

で
は
、xxx C

hlotharius rex F
rancorum

 vir illuster. Q
uotiens xxx

と
い
う

よ
う
に
、
主
格
で
翻
刻
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
試
訳
し
た
翻
刻
版
図
2－

2
に
は
、
主
格
か
与
格
か
の
判
断
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
試
訳
で
は
、v. Inl.

の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。

　

試
訳
を
し
た
前
掲
翻
刻
版
図
2－

2
の
下
か
ら
三
行
目
のB

ene val（iat

）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
、B

ene valete

と
解
読
す
る
考
え
方

も
あ
る（

33
）。B

ene valiat

は
、「
さ
よ
う
な
ら
」「
さ
ら
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
交
付
者
か
ら
の
単
な
る
別
れ
の
挨
拶
で
消
極
的
な

意
味
合
い
し
か
持
た
な
い
が
、B

ene valete

は
、「
汝
等
大
い
に
健
や
か
で
あ
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
挨
拶
で
も
相
手
方
に
能
動
的
に

働
き
か
け
る
意
味
合
い
の
あ
る
物
言
い
に
な
る（

34
）。

前
掲
の
二
通
の
翻
刻
版
はB

ene valiat

と
し
て
解
読
し
て
い
る
。

　

書
式

　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacitum

は
二
〇
通
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
一
六
通
で
あ
る（

35
）。

ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的

書
式
のP

rotokoll

の
う
ち
のInvocatio

に
つ
い
て
は
、
二
〇
通
中
一
八
通
にC

hrism
on

が
あ
り
、
一
通
に
だ
けInvocatio

が
な
い
。

Intitulaito

に
つ
い
て
は
、
二
〇
通
と
も
国
王
と
い
う
肩
書
き
付
で
国
王
名
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
通
と
も
、v. inl.

を
伴
っ
て
い
る
が
、

D
evotionsform

el

を
伴
っ
て
い
な
い
。Inscriptio

は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

Text 

の
中
のA

renga

は
な
い
が（

36
）、B

ergm
ann

は
、「
決
ま
り
文
句
風
導
入
句
（F

orm
elhafter E

inleitungssatz

）」
を
そ
れ
に
重
ね
て

い
る（

37
）。

試
訳
で
言
え
ば
、「
神
の
御
名
に
お
い
て
、C

récy-en-P
onthieu

（
ク
レ
シ
ー－

ア
ン－

ポ
ン
チ
ュ
ー
）
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
余
の

　
（
一
九
九
九
）
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誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
ま
た
公
正
に
判
決
を
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
訴
え
に
決
定
を
下
す
べ
く
お
り
し
時

…
…
」
の
部
分
で
あ
る
。P

rom
ulgatio

は
な
い
。N

arratio

は
、
試
訳
で
言
え
ば
、「
高
貴
な
人
で
聖
職
者
のA

udoinus

が
来
てL

eodefrid

と
い
う
名
前
の
者
を
訴
え
た
際
、
…
…
と
申
し
立
て
、
そ
し
て
…
…
」
か
ら
「
…
…
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
」
ま
で
の
裁
判
の
経
過
を
記
述

し
て
い
る
箇
所
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
的
紛
争
に
関
係
し
た
訴
え
が
原
告
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
被
告
が
応
訴

し
、
そ
し
て
審
理
が
行
わ
れ
る
、
そ
の
一
連
の
経
過
を
記
録
し
た
部
分
で
あ
る
。D

ispositio

は
、B

ergm
ann

に
倣
え
ば（

38
）、「allgem

eine 

D
ispositio

（
一
般
的D

ispositio

）」
と
「spezielle D

ispositio

（
具
体
的D

ispositio

）」
に
分
か
れ
、
そ
の
間
に
、「P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の
証
言
）」
が
入
る
。「
一
般
的D

ispositio

」、
試
訳
で
言
え
ば
、N

arratio

の
最
後
の
文
言
「
…
…
直
ぐ
に
自
白
し
た
」
に
続
く

箇
所
の
う
ち
の
、「
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
（procerebus

）
と
共
に
…
…
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定

し
た
（constetit

）」
の
部
分
で
あ
り
、
こ
の
文
言
中
の
「
…
…
」
に
当
た
る
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人

B
ertoaldus

が
、本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
規
則
に
従
い
調
べ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、と
証
言
し
た
（testim

oniare

）

〔
＝
訴
訟
手
続
の
結
果
を
〔
余
に
〕
再
現
し
た
〕
如
く
」
が
「P

falzgrafenzeugnis

（
宮
中
伯
の
証
言
）」
の
箇
所
で
あ
る
。「
具
体
的

D
ispositio

」
は
、「
一
般
的D
ispositio

」
の
文
言
の
最
後
の
「
判
決
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
」
に
続
く
「
す
な
わ
ち
」
か
ら
「
余
は
命
ず
る
」

ま
で
の
箇
所
で
あ
る
。B

ergm
ann

は
、
こ
の
「
具
体
的D

ispositio

」
を
、「
判
決
が
決
定
し
た
一
つ
一
つ
の
事
項
を
挙
げ
て
い
る
国
王
命

令
（D

as königliche G
ebot, das die einzelnen U

rteilsbestim
m

ungen nennt

）」
と
呼
ん
で
い
る
。P

oenform
el

、C
orroboratio 

は
な
い
。

　

E
schatokoll

の
う
ちSubscriptio

はR
eferendar

あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
の
署
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。D

atierung

も
あ
り
、

A
pprecatio

は
「
幸
あ
れ
（feliciter

）」、「
幸
あ
れ
、
ア
ー
メ
ン
（feliciter, am

en

）」「
神
の
御
名
に
お
い
て
、
幸
あ
れ
（ in D

ei 

nom
ine feliciter

）」
の
ど
れ
か
が
二
〇
通
のP

lacita

に
存
在
し
て
い
る
。

　
（
二
〇
〇
〇
）
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七　

Placita

の
作
り
は
粗
雑

P
lacita

の
外
観

　

B
ergm

ann
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
比
較
す
る
と
、P

lacita

は
粗
雑
に
作
成
さ
て
い
る
と
い
う（

39
）。

例
え
ば
行
と
行
と
の

間
の
間
隔
が
不
規
則
で
あ
る
。
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
最
後
の
方
の
行
間
は
し
ば
し
ば
狭
く
な
っ
て
い
る
。
縁へ

り

の
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
字
が
書
か
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
。

　

残
存
し
て
い
る
一
六
通
の
オ
リ
ジ
ナ
ルP

lacita

の
う
ち
二
〇
通
中
二
番
目
に
古
いP

lacitum

か
ら
連
続
し
て
四
通
は
パ
ピ
ル
ス
に
書
か

れ
、
そ
れ
に
続
く
一
二
通
、
つ
ま
り
二
〇
通
中
七
番
目
に
古
いP

lacitum

か
ら
は
羊
皮
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
写
し
の
た
め
も
と
も
と
何
に

書
か
れ
て
い
た
の
か
を
断
定
で
き
な
い
四
通
のP

lacita

の
中
の
一
通
は
二
〇
通
中
最
古
のP

lacitum

で
あ
り
、
残
り
三
通
の
写
し
は
羊
皮

紙
に
書
か
れ
始
め
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る（

40
）。

そ
し
て
こ
の
羊
皮
紙
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
は
、
獣
皮
の
持
つ
反
り
を
切
り

取
っ
た
質
の
良
い
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、P

lacita

の
場
合
に
は
、
獣
皮
の
縁
や
ま
る
み
の
あ
る
残
り
物
と
か
裁
断
の
途
中
で
出
来

た
余
り
物
と
か
質
の
悪
い
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
ほ
か
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
場
合
、
必
要
と
す
る
文
字
数
に
見
合
う

大
き
さ
の
羊
皮
紙
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、P

lacita

の
場
合
は
逆
に
、
羊
皮
紙
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
必
要
字
数
を
押
し
込
ん
で

い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
、
行
を
窮
屈
に
詰
め
た
り
、
縁
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
使
っ
て
年
月
日
を
入
れ
込
む
な
ど
の
こ
と
が
さ
れ
て

い
る
。
一
二
通
のP

lacita

に
使
わ
れ
て
い
る
羊
皮
紙
が
全
て
縦
長
判
で
、
横
長
判
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、P

lacita

が
粗
雑
に
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
の
よ
う
で
あ
る（

41
）。

　

パ
ピ
ル
ス
の
場
合
で
は
、
パ
ピ
ル
ス
の
筋
が
ち
ょ
う
ど
よ
く
い
わ
ば
罫
線
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
左
下
か
ら
右
上
に
と
斜
め

に
字
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う（

42
）。

　
（
二
〇
〇
一
）
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字
も
美
し
い
文
字
で
は
な
く
実
用
文
字
が
使
わ
れ
、
書
き
方
も
丁
寧
で
は
な
く
、
誤
字
も
そ
れ
を
消
し
た
上
で
正
し
い
字
を
書
く
こ
と
を

し
て
い
な
い
。
書
き
忘
れ
た
文
字
が
あ
る
場
合
、
そ
の
忘
れ
た
箇
所
の
上
に
書
き
足
さ
れ
て
い
る（

43
）。

国
王
の
署
名

　

P
lacita

の
全
て
に
国
王
の
署
名
は
な
い
。P

lacita

以
外
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
も
国
王
の
署
名
が
な
い
場
合
は
あ
る
が
、
数
は
少
な
い（

44
）。

二
〇
通
の
残
存P

lacita
の
う
ち
一
七
通
は
、R

eferendar

の
名
前
を
確
認
で
き
る
。
残
る
三
通
は
、
名
前
の
全
部
あ
る
い
は
大
半
が
欠
落

し
て
い
る
関
係
で
人
物
を
特
定
で
き
な
い（

45
）。

八　

Referendar

と
宮
中
伯

　

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のR

eferendar

（
ラ
テ
ン
語
で
はrefefendarius

）
と
はK

anzlei

（
書
記
局
）
の
役
人
（B

eam
te

）
で
あ
り
、
複

数
が
勤
務
し
て
い
る
。K

ölzer

本D
iplom

ata

は
、Referendar 

た
ち
は
聖
職
者
で
は
な
く
て
俗
人
で
あ
る
、彼
ら
はK

anzlei 

のL
eiter

（
指

導
者
）
た
ち
で
そ
の
う
ち
の
幾
人
か
は
宮
廷
外
で
も
勤
務
し
、
ま
た
司
教
に
な
っ
た
者
も
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る（

46
）。

　

前
掲
試
訳
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、P

lacita

と
の
関
係
で
言
え
ば
、R

eferendar

の
職
務
は
当
該P

lacitum

をrecognoscere

し
、
署
名
を

す
る
こ
と
で
あ
る
。N

ierm
eyer

が
与
え
て
い
る
訳
語
で
は
、recognoscere

と
は
、
何
か
を
「als solches anerkennen

（
何
か
と
し
て

認
め
る
）」
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
何
を
何
と
し
て
認
め
る
の
か
」。
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、H

. H
eum

ann-E
. Seckel

で
、

彼
ら
はrecognoscere

の
訳
語
と
し
てanerkennen

に
加
え
て
「die U

ebereinstim
m

ung eines Schriftstücks 

（D
iktat, A

bschrift 

） 

m
it seiner G

rundlage 

（ G
esprochenes, O

riginal 

） feststellen （
47
）」

を
与
え
て
い
る
。訳
は
、「
あ
る
文
書
（
書
き
取
ら
れ
た
も
の
、写
し
）」

　
（
二
〇
〇
二
）
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三
六
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

と
「
そ
の
文
書
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
口
述
さ
れ
た
事
柄
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
）」
と
が
「
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」、
で
あ
る
。

署
名
は
、
そ
の
一
致
を
確
認
し
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、R

eferendar

は
、
当
該P

lacitum

の
内
容
と
そ
の
「
下
敷
き
に
な
っ

て
い
る
も
の
」
の
内
容
と
の
一
致
を
確
認
す
る
こ
と
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る（

48
）。

　
「
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
の
中
身
の
出
ど
こ
ろ
は
ど
こ
か
。
前
掲
試
訳
のP

lacitum

のText

の
中
に
次
の
文
言
が
あ
る
。

そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
（procerebus

）
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人B

ertoaldus

が
、
本
件
訴
訟

は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
規
則
に
従
い
調
べ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）〔
＝
訴
訟
手
続
の
結

果
を
〔
余
に
〕
再
現
し
た
〕
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
…
…
。

「
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
の
中
身
の
出
ど
こ
ろ
は
、
こ
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
国
王
が
偉
大
な
紳
士
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
る
陪
席
裁
判

官
た
ち
と
共
に
下
し
た
判
決
で
あ
る
。
あ
る
い
はText

末
尾
の
「
…
…
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）」
で
締
め
括
ら
れ
る
国
王
命
令
の
中
身

だ
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

で
は
、
こ
の
判
決
あ
る
い
は
国
王
命
令
の
中
味
の
出
ど
こ
ろ
は
ど
こ
か
。
そ
れ
は
、
引
用
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宮
中
伯
の
証
言
内
容

で
あ
る
。
二
〇
通
の
残
存P

lacita

の
証
言
の
中
身
の
紹
介
と
検
討
は
次
に
予
定
し
て
い
る
稿
に
回
し
、
結
論
だ
け
を
言
え
ば
、
宮
中
伯
は
、

国
王
に
対
し
て
、
事
件
の
審
理
は
法
に
適
っ
た
手
続
に
従
い
〝
斯
ク
斯
ク
シ
カ
ジ
カ
〞
行
わ
れ
た
こ
と
、
審
理
に
携
わ
っ
た
陪
席
裁
判
官
た

ち
に
よ
っ
て
事
件
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
は
〝
斯
ク
斯
ク
シ
カ
ジ
カ
〞
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
証
言
し
て
い
る
。
国
王
は
、
こ
の
証
言
の
中

身
を
そ
の
ま
ま
国
王
命
令
や
自
分
と
陪
席
裁
判
官
た
ち
と
が
下
し
た
判
決
の
中
身
に
し
て
い
る
の
で
あ
る（

49
）。

　

国
王
裁
判
は
五
百
年
頃
に
よ
う
や
く
登
場
す
る
と
言
わ
れ
る（

50
）。

国
王
裁
判
で
あ
る
か
ら
裁
判
長
は
国
王
で
あ
る
し
、
ま
た
前
掲
試
訳
の
よ

　
（
二
〇
〇
三
）



メ
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三
六
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

う
にP

lacitum

も
国
王
が
陪
席
裁
判
官
た
ち
と
共
に
審
理
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
書
き
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、「
訴
訟
手
続
の
結
果
を
再
現
」
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
「
証
言
」
が
な
ぜ
国
王
に
対
し
て
な
さ
れ
る
の
か
の
説
明
が
難
し

く
な
る
。
国
王
裁
判
が
登
場
し
た
当
初
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
遅
く
と
も
、P

lacita

が
出
て
く
る
時
代
に
は
、
自
分
自
身
も

陪
席
裁
判
官
で
あ
る
宮
中
伯
が
ほ
か
の
陪
席
裁
判
官
と
共
に
審
理
を
行
い
、
判
決
を
下
し
、
そ
し
て
審
理
の
模
様
と
判
決
内
容
を
国
王
に
報

告
す
る（

51
）、国

王
は
そ
の
判
決
内
容
を
自
分
と
陪
席
裁
判
官
た
ち
と
で
下
し
た
判
決
と
い
う
か
た
ち
に
直
し
、ウ
ワ
ク
ン
デText

の
末
尾
の
「
余

は
命
ず
る
」
で
締
め
括
る
命
令
形
式
でP

lacitum

を
作
成
さ
せ
る
、と
い
う
の
が
国
王
裁
判
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（

52
）。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
前
掲
試
訳
中
の
、
国
王
が
「
…
…
判
決
を
下
す
…
…
」
と
い
う
表
現
は
、
宮
中
伯
の
も
と
で
下
さ
れ
た
「
…
…
判

決
を
追
認
し
、
宣
告
す
る
…
…
」
と
い
う
意
味
合
い
で
理
解
す
る
の
が
実
態
に
合
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該P

lacitum

に
書
か
れ

て
い
る
内
容
に
つ
い
て
実
質
的
に
責
任
を
負
う
の
は
宮
中
伯
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る（

53
）。

陪
席
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
宮
中
伯
と
国
王
の
そ

れ
ぞ
れ
に
裁
判
と
い
う
場
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
、P

lacita

を
読
む
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。

　

P
lacitum

の
「
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
をK

anzlei

に
伝
達
す
る
の
は
誰
か
。
陪
席
裁
判
官
の
一
人
で
あ
る
宮
中
伯
が
、
裁
判
長

で
あ
る
国
王
に
代
わ
っ
て
裁
判
を
主
導
し
、
審
理
が
適
法
に
行
わ
れ
た
こ
と
や
判
決
内
容
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
伯
が

国
王
に
代
わ
っ
て
伝
達
す
る
、
と
い
う
の
が
素
直
な
理
解
で
あ
ろ
う（

54
）。

　
「
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
の
伝
達
は
文
書
で
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
口
頭
で
な
さ
れ
た
の
か
。P

lacita

に
は
多
く
の
人
名
、

地
名
が
書
か
れ
、訴
え
の
中
身
や
理
由
が
詳
し
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
審
理
の
経
過
も
そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
て
い
る
。P

lacita

の
内
容
は
、

人
間
が
記
憶
で
き
る
量
を
超
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
の
進
行
中
に
記
録
が
取
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う（

55
）。

　

誰
が
記
録
し
た
の
か
。B

ergm
ann

は
、
断
定
を
避
け
て
、
宮
中
伯
か
も
し
く
は
書
記
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る（

56
）。

明
確
な
根
拠
を
示

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
宮
中
伯
自
身
が
記
録
係
を
す
る
と
は
、
私
に
は
考
え
に
く
い
。
前
掲
試
訳
の
宮
中
伯B

ertoaldus

に
は
、

　
（
二
〇
〇
四
）
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三
六
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

「
尊
き
人
」
と
訳
し
たvir inluster

と
い
う
尊
称
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
尊
称
は
国
王
に
も
使
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
、
七
世
紀
に
は
、

王
国
の
高
位
の
役
職
者
な
ど
限
ら
れ
た
者
し
か
使
え
な
か
っ
た（

57
）。

そ
う
し
た
地
位
に
あ
る
者
が
、
備
忘
の
た
め
に
自
分
用
の
メ
モ
を
取
る
こ

と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
王
へ
の
報
告
用
記
録
あ
る
い
はP

lacitum

の
下
書
き
と
な
る
記
録
を
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ

う
か
。
記
録
係
と
し
て
書
記
（
た
ち
）
が
い
た
、
と
考
え
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

　

P
lacitum

 

に
署
名
し
て
い
るR

eferendar

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
続
稿
で
紹
介
す
るP

lacitum
 N

r. 141

に
は
、
陪
席
裁
判
官
と
し

て
四
人
のR

eferendar
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
四
人
全
員
に
、vir inluster

の
尊
称
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。K

ölzer

本D
iplom

ata

の
解

説
に
は
、P

lacita

の
「
本
来
の
書
き
手
は
匿
名
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。P

lacita

は
通
常
は
一
人
の
書
き
手
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
最

初
の
二
行
が
二
人
の
書
き
手
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う（

58
）。

こ
の
こ
と
も
、
書
記
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

九　

お
わ
り
に
―Placita
の
作
り
の
粗
雑
さ
の
背
景
―

　

本
稿
七
章
で
、
国
王
署
名
が
な
い
な
ど
、P

lacita
は
ほ
か
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
比
較
す
る
と
粗
雑
に
作
成
さ
て
い
る
と
い
う
、

B
ergm

ann

の
見
解
を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
。
そ
し
て
八
章
に
お
い
て
、
こ
の
紹
介
を
念
頭
に
置
い
て
、
国
王
を
裁
判
長
と
す
る
国
王
裁
判

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
国
王
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
全
く
発
揮
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

国
王
裁
判
を
主
導
し
て
い
る
の
は
陪
席
裁
判
官
た
ち
、
就
中
、
宮
中
伯
で
あ
る
。
国
王
裁
判
に
お
け
る
国
王
の
こ
の
よ
う
な
存
在
感
の
薄
さ

がP
lacita

の
作
り
の
粗
雑
さ
の
背
景
に
あ
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う（

59
）。

　

宮
中
伯
の
存
在
は
古
代
末
期
の
ロ
ー
マ
に
も
民
族
大
移
動
の
中
で
成
立
し
た
ゲ
ル
マ
ン
人
の
諸
国
家
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て

宮
中
伯
の
職
が
出
来
る
の
は
初
期
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

60
）。

現
存
史
料
の
中
で
の
初
出
は
『
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ

　
（
二
〇
〇
五
）
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志
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六
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ゴ
リ
ウ
ス 

歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク
史
）』
の
五
七
七
年
と
五
八
七
年
の
叙
述
に
関
連
し
た
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
前
者
で
は
「com

es 

palatii Sygiberthi

（
国
王
シ
ギ
ベ
ル
ト
の
宮
中
伯
）」
と
、
後
者
で
は
「palatii regis com

is

（
宮
中
伯
）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る（

61
）。

　

B
ergm

ann

は
、P

lacita

の
起
源
を
初
期
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
非
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
求
め
、
そ
の
非
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
諸
タ
イ
プ

とP
lacita

と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る（

62
）。

本
稿
で
は
こ
の
論
点
に
触
れ
る
余
裕
も
能
力
も
な
い
が
、B

ergm
ann

の
こ
の

仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、Placita

の
こ
の
出
生
の
い
き
さ
つ
も
、Placita

の
作
り
の
粗
雑
さ
の
背
景
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

K
ölzer

本D
iplom

ata
の
中
の
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
中
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
三
八
通
で
、
六
二
五
年
か
ら
七
一
七

年
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ほ
と
ん
ど
はD

agobert

一
世
が
六
三
九
年
に
死
去
し
た
あ
と
の
「
名

ば
か
り
の
国
王
た
ち
（Schattenkönige

）」
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
三
八
通
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
う
ち
二
一
通
は
、
メ
ロ
ヴ

ィ
ン
グ
家
の
王
位
継
承
権
は
尊
重
さ
れ
た
と
は
い
え
、
の
ち
に
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
誕
生
さ
せ
た
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
絶
対
的
優

位
を
決
定
づ
け
た
、六
八
七
年
のTertry

の
戦
い
の
あ
と
作
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
我
々
は
特
に
、国
王
の
支
配
（K

önigsherrschaft

）

に
つ
い
て
全
く
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
、貴
族
た
ち
の
諸
党
派
（A

delsfaktionen

）、そ
し
て
最
終
的
に
は
宮
宰
が
王
宮
（K

önigshof

）

や
帝
国
を
支
配
し
た
時
代
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る（

63
）」。

　

三
八
通
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
う
ち
一
六
通
はP

lacita

で
、
最
古
の
も
の
は
六
五
七－

六
七
八
／
七
九
年
の
作
成
で
あ
る
。Tertry

の
戦
い
以

前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
は
五
通
で
あ
る
。Tertry

の
戦
い
以
後
も
の
は
一
一
通
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
残
存

P
lacita

は
全
て
、「
国
王
の
支
配
に
つ
い
て
全
く
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
」
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
環
境
も
、P

lacita

の
作

り
の
粗
雑
さ
の
背
景
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
、
前
作
「
西
洋
中
世
初
期
に
お
け
る
裁
判
の
か
た
ち
」
に
重
ね
て
、
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
一
年
間
の
ド
イ
ツ
（
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
）

　
（
二
〇
〇
六
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
六
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

で
の
本
稿
の
準
備
作
業
を
含
む
私
の
研
究
や
ま
た
私
自
身
を
支
え
て
下
さ
っ
た
次
の
方
々
に
謝
意
を
表
す
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

P
rof. D

r. A
ndreas M

eyer, P
rof. D

r. H
ans K

. Schulze, P
rof. D

r. H
einrich M

enkhaus, P
rof. D

r. K
atja Schm

idtpott, D
r. Silke 

B
rom

ann, P
etra K

ienle

（M
A

）, F
rau Ingeborg Schulze

、F
rau K

ayoko L
ang

と
そ
の
ご
家
族
・
良
き
仲
間
の
方
々
、H

err 

M
ichael L

übke

、H
err L

ieh Seong-H
yon

。
そ
し
て
尊
敬
す
るD

r. U
rte Sellert, P

rof. D
r. W

olfgang Sellert

、
私
の
師P

rof. D
r. 

G
erhard K

öbler.

（
1
）　

宮
宰
（
ラ
テ
ン
語
で
はM

ajor D
om

us

、
ド
イ
ツ
語
で
はH
ausm

eier

）
に
つ
い
て
、
京
大
西
洋
史
辞
典
編
纂
会
編
『
新
編 

西
洋
史
辞
典
』
東
京
創
元
社
、
昭
和

五
八
年
の
説
明
を
引
用
し
て
お
く
。「
も
と
も
と
は
宮
内
行
政
の
長
を
意
味
す
る
言
葉
。
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク
王
国
以
来
、
国
王
お
よ
び
有
力
諸
侯
の
下
に
お

か
れ
て
い
た
が
、
後
期
の
内
乱
時
代
を
通
じ
て
、
特
に
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
、
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ン
ト
三
分
国
の
宮
宰
は
、
ア
ン
ト
ゥ
ル
ス
テ
ィ
オ
ネ
ス
（
従

士
団
）
の
長
官
と
し
て
、
国
王
権
力
を
左
右
す
る
存
在
と
な
る
。
な
か
で
も
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
の
宮
宰
職
を
世
襲
化
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
家
は
、
六
八
七
年
フ
ラ
ン
ク

王
国
全
体
の
宮
宰
と
な
り
、
七
五
一
年
つ
い
に
王
位
に
の
ぼ
る
」（
一
九
八
頁
）。

（
2
）　
『
同
志
社
法
学
』
三
三
七
号
、
二
〇
〇
九
年
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
記
録
を
手
掛
か
り
に
し
て
西
洋
中
世
法
の
在
り
様
の
具
体
像

に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
の
ま
ず
為
す
べ
き
作
業
に
な
っ
て
い
る
。
西
洋
中
世
法
の
在
り

様
の
具
体
像
に
迫
る
こ
と
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
西
洋
中
世
法
の
性
格
を
め
ぐ
る
一
大
論
争
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
争
そ
の
も
の
は
学
界
か

ら
そ
の
姿
を
す
で
に
消
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
様
ざ
ま
な
事
柄
の
う
ち
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
私
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
K
・
ク
レ

ッ
シ
ェ
ル
「
一
二
世
紀
に
お
け
る
法
と
法
概
念
」
K
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
著
、
石
川
武
監
訳
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
』
創
文
社
、
一
九
八
九
年
所
収
、
久
保
正

幡
「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
川
島
武
宜
編
『
法
社
会
学
講
座 

九
―
歴
史
・
文
化
と
法
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
所
収
、
世
良
晃
志
郎
「「
良
き
古
き
法
」
と
中
世
的

法
観
念
」
加
藤
新
平
教
授
退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
法
理
学
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
所
収
、
拙
稿
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
法
の
性
格
を
め
ぐ
る

最
近
の
論
争
に
関
す
る
覚
書
―
F
・
ケ
ル
ン
の
理
論
と
そ
の
特
徴
―
」『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
五
五
号
、
一
九
七
九
年
、
同
「F

ritz K
ern

の
法
思
想
」
矢
崎

光
圀
、
八
木
鉄
男
編
『
近
代
法
思
想
の
展
開
』
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
所
収
な
ど
。

（
3
）　

拙
稿
「
か
た
ち
」
四
頁
。

（
4
）　

拙
稿
「
か
た
ち
」
五
七
頁
注
（
6
）。

　
（
二
〇
〇
七
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
七
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

（
5
）　

Jürgen W
eitzel, D

inggenossenschaft und R
echt, I. Teilband, 1985, S. 233.

（
6
）　

P
actus C

hildeberti regis, c. 5. M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica

（
以
下
、M

G
H

と
略
記
）, L

egum
 Sectio II., C

apitularia regum
 F

rancorum
, B

d. 1, 

hg. von A
. B

oretius, 1883, S. 5. 

こ
の
協
定
に
つ
い
て
は
、例
え
ば
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説 

改
訂
版
』
創
文
社
、

一
九
七
一
年
、
一
一
四
頁
参
照
。

（
7
）　

前
注
（
5
）Weitzel, S. 234. 

他
にB

ergm
ann, S.49, Stieldorf, S. 1.

（
8
）　

B
ergm

ann, S. 49.

（
9
）　

T
h. Sickel, A

cta regum
 et im

peratorum
 K

arolinorum
 D

igesta et E
narrata. L

ehre von der U
rkunden der ersten K

arolinger 

（ 751－
840 

）, 1867, 

S. 357.

（
10
）　

B
ergm

ann, S. 2, 49.

（
11
）　

拙
稿
「
か
た
ち
」
四
八
頁
。

（
12
）　

ち
な
み
に
、Stieldorf

に
よ
れ
ば
（S. 10－

11

）、史
料
用
語
で
あ
るsententia difnitiva

が
「D

efinitivsentenz

（
終
局
判
決
）」
の
意
味
で
使
わ
れ
始
め
る
の
は
、

お
よ
そ
八
世
紀
半
ば
以
降
の
こ
と
だ
と
い
う
。

（
13
）　
「
か
た
ち
」
三
二
頁
。
こ
こ
で
、praeceptiones, praecepito

が
「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
一
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。K

ölzer

本

D
iplom

ata, S. 319

のN
r. 126

（682 Juni 30

）。
予
定
し
て
い
る
続
稿
「
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
」
で
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
紹

介
す
る
。

（
14
）　

Stieldorf, S. 2. 

一
方
、B

ergm
ann

は
、P

lacita

の
起
源
を
問
題
に
し
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
王
国
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
の
比
較
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
ロ
ー
マ
の

ウ
ワ
ク
ン
デ
制
度
と
の
繋
が
り
を
究
明
し
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
時
代
の
残
存
史
料
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
繋
が
り
を
強
く
推
定
す
る
に
止
め
て
い
る

（B
ergm

ann, S.105 ff., 151.

）。
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
族
は
、
民
族
大
移
動
の
中
で
北
イ
タ
リ
ア
に
侵
入
、
五
六
八
年
に
建
国
、
七
七
四
年
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
併
合
さ

れ
る
。

（
15
）　

P
eter C

lasssen, K
aiserreskript und K

önigsurkunde 

―D
iplom

atische Studien zum
 röm

isch-germ
anischen K

ontinuitätsproblem

―, in A
rchiv 

für D
iplom

atik, Schriftgeschichte, Siegel- und W
appenkunde, B

d.1, 1955, S. 2, 87.

（
16
）　

帝
政
は
、A

ugustus

（
尊
厳
者
）
の
称
号
を
最
初
に
得
て
ロ
ー
マ
を
支
配
し
たO

ctavianus

（
在
位B

.C
. 27

〜A
.D

. 14

）
の
時
か
ら
事
実
上
始
ま
る
。

D
iocletianus

（
在
位A

.D
. 284

〜305

）
がA

ugustus

と
し
て
ロ
ー
マ
を
支
配
し
た
時
か
ら
、
同
じ
帝
政
で
も
、
専
制
君
主
政
（dom

inatus

）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

　
（
二
〇
〇
八
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
七
一

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
時
代
が
始
ま
る
。
こ
れ
以
前
の
帝
政
の
政
体
は
元
首
政
（principatus

）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
元
首
政
の
時
は
帝
政

前
期
、
専
制
君
主
政
の
時
は
帝
政
後
期
と
時
期
区
分
さ
れ
て
い
る
。
専
制
君
主
政
下
の
帝
政
ロ
ー
マ
は
三
九
五
年
に
東
西
ロ
ー
マ
に
二
分
さ
れ
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
は

一
四
五
三
年
ま
で
存
続
す
る
が
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
大
移
動
の
中
で
四
七
六
年
に
滅
亡
す
る
。

（
17
）　

前
注
（
15
）
の C

lasssen, a. a. O
., S. 3, 32 ff., 89, 91. 

以
下
、
本
文
の
（　

）
内
の
頁
数
は
断
り
の
な
い
限
り
、
本
論
文
の
頁
数
で
あ
る
。
前
注
（
13
）
の

K
ölzer

本D
iplom

ata, S.X
IV, X

X
V

II.

（
18
）　

E
ugen H

aberkern / Joseph F
riedrich W

allach, H
ilfsw

örterbuch für H
istoriker, 1. B

d., 1964, S. 32.

（
19
）　

H
. H

eum
ann-E

. Seckel, H
andlexikon zu den Q

uellen des röm
ischen R

echtes, 1971.

（
20
）　

佐
藤
篤
士
、
杉
山
晴
康
『
法
史
学
』
評
論
社
、
昭
和
四
七
年
、
三
三
〇
頁
。

（
21
）　

O
tto M

eyer, C
lavis M

ediaevalis, 1966, S. 257.

（
22
）　
「　

」
を
付
け
た
引
用
は
、
拙
著
『
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
』
敬
文
堂
、
一
九
八
五
年
、
二
八
三
頁
。M

G
H

. D
ie U

rkunden der K
arolinger, 3. B

d. D
ie 

U
rkunden L

othars I. und L
othars II. von T

h. Schieffer, 1966, S. 391

に
あ
る
八
五
六
年
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 6.

（
23
）　

前
注
（
22
）
の
拙
著
、
二
七
九
頁
。「　

」
を
付
け
た
引
用
は
、H

. W
artm

ann, U
rkundenbuch der A

btei Sanct G
allen, T

heil I. 1863, S. 226－
227

に
あ

る
八
一
八
年
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 234.

（
24
）　

前
注
（
22
）
の
拙
著
、
二
八
五
頁
。
前
注
（
22
）
のH

. W
artm

ann, a. a. O
., T

heil III. 1882, S. 8－
9

に
あ
る
九
二
六
年
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 786.

（
25
）　

前
注
（
24
）
と
同
じ
。

（
26
）　

前
注
（
23
）
と
同
じ
。

（
27
）　

前
注
（
23
）
と
同
じ
。

（
28
）　

模
写
版
は
、M

G
H

. D
iplom

atum
, Tom

us I, E
ditit G

. H
. P

ertz, 1872, S.53－
54

掲
載
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r.60

（
翻
刻
）
に
添
付
さ
れ
た
も
の
お
よ
びS. 67－

68

掲
載
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 76

（
翻
刻
）
に
添
付
さ
れ
た
も
の
。
翻
刻
版
は
前
注
（
13
）
のK

ölzer

本D
iplom

ata, S. 346－
348

掲
載
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 137

お
よ

びS.386－
388

掲
載
の
ウ
ワ
ク
ン
デN

r. 155.

（
29
）　

N
otae T

ironianae 

のT
iro

と
は
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
物
で
、C

icero
（B

.C
. 106－

43

）
の
秘
書M

arcus T
ullius T

iro

の
こ
と
で
あ
る
。T

iro

は
の
ち

の
時
代
に
も
基
本
財
産
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
く
速
記
文
字
を
創
作
し
た
。N

otae T
ironianae

に
は
、「
テ
ィ
ロ
式
速
記
文
字
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

一
行
目
の
速
記
文
字
は
、「in nom

ine D
ei

（
神
の
御
名
に
お
い
て
）」
と
書
き
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
注
（
13
）
のK

ölzer

本

　
（
二
〇
〇
九
）



メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王Placita

に
つ
い
て

 

三
七
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

D
iplom

ata, S. 387, A
nm

. 1. 

そ
れ
ぞ
れ
のP

lacitum

の
速
記
文
字
を
ど
う
解
読
す
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
前
注
（
13
）
のK

ölzer

本

D
iplom

ata 

は
各
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
注
で
そ
れ
ら
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
速
記
文
字
の
解
読
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、B

ergm
ann, S. 31ff.

（
30
）　

仮
装
裁
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
か
た
ち
」
一
一
頁
以
下
。

（
31
）　

B
ergm

ann, S. 56 ff.

（
32
）　

B
ergm

ann, S. 61.

（
33
）　

B
ergm

ann, S. 67.

（
34
）　

B
ergm

ann

は
、B

ene valiat

と
解
読
し
て
い
る
。

（
35
）　

前
注
（
13
）
のK

ölzer
本D

iplom
ata, N

r. 79

（642 / 43

）, 88

（657－
678 / 79

）, 93

（659－
660

）, 94

（660－
673

）, 95

（660－
673

）, 103

（664 / 65

）, 

126

（682

）, 135

（692

）, 136
（692 / 93

）, 137

（693

）, 141

（694

）, 143

（694

）, 149

（697

）, 153

（702

）, 155

（709

）, 156

（709

）, 157

（709

）, 158

（710

）, 

167

（716

）, 187

（726

）. 

こ
の
う
ち
写
し
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
はN

r. 79, 103, 158, 187.

（
36
）　

Stieldorf, S. 9.

（
37
）　

B
ergm

ann, S. 67－
68.

（
38
）　

B
ergm

ann, S. 68.

（
39
）　

B
ergm

ann, S. 52 ff. 38－
39

に
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のP

lacita

とP
lacita

以
外
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
覧
は
、K

ölzer

本

D
iplom

ata

が
編
集
・
刊
行
さ
れ
る
二
一
年
前
の
一
九
七
六
年
に
、
一
八
七
二
年
刊
行
のP

ertz

本D
iplom

atum

を
ベ
ー
ス
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
覧
の
見
直
し
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
事
は
後
日
に
ま
わ
し
、
本
稿
で
は
、K

ölzer

本D
iplom

ata

と
の
突
合
せ
を

必
要
に
応
じ
て
し
な
が
ら
、B

ergm
ann

作
成
の
一
覧
を
活
用
し
た
い
。B

ergm
ann

は
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のP

lacita

以
外
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
二
二
通
挙
げ
て

い
る
が
、
そ
の
中
の
一
二
通
は
申
請
者
の
権
利
や
特
権
を
確
認
し
た
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
。
九
通
は
特
権
を
与
え
た
特
権
授
与
ウ
ワ
ク
ン
デ
（
本
注
下
記
に
列

挙
す
るP

ertz

本D
iplom

atum

の
う
ちN

r. 14, 17, 47, 48, 57, 51, 71, 72, 87

）
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
通
は
、
定
期
金
（R

ente

）
を
一
括
支
給
す
る
こ
と

で
毎
年
支
給
す
る
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
止
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
、国
王
がSt-D

enis

教
会
に
ヴ
ィ
ラ
（villa

）Nassigny

を
与
え
た
贈
与
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
（
本

注
下
記
に
列
挙
す
るP

ertz

本D
iplom

atum

の
う
ちN

r. 67

）。
二
二
通
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
は
以
下
で
あ
る
。
先
に
あ
るN

r.

はP
ertz

本D
iplom

atum

の
そ
れ
で

あ
り
、ハ
イ
フ
ン
の
後
に
続
く
の
がK

ölzer

本D
iplom

ata 

の
そ
れ
で
あ
る
。（　

）
内
は
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
が
特
定
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
作
成
年
で
あ
る
。N

r. 108

（625

）　

－
N

r. 28 

（625

）, 11 

（627

）－22 

（584－
628

）, 14

（631, 632

）－41

（632－
633

）, 12

（628
）－32

（629

）, 17

（627－
638

）－74

（639－
649/50

）, 19

（653

）

　
（
二
〇
一
〇
）
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七
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

－
85

（654

）, 18

（640

）－72

（639－
642

）, 20

（656

）－75

（639－
649

）, 32

（656－
670

）－89

（657－
690

）, 47

（677

）－121

（679

）, 48

（677

）－122

（679

）

, 57

（688

）－
131

（690

）, 51

（681

）－
123

（679-690

）, 61

（692

）－138

（693

）, 67

（695

）－142

（694

）, 69

（696

）－147

（696

）, 71

（697

）－150

（697

）

, 72

（700

）－
144

（694－
711

）, 81

（716

）－166

（716

）, 82

（716

）－170

（716

）, 84

（716

）－168

（716

）, 87

（717

）－173

（717

）.

（
40
）　

前
注
（
35
）
参
照
。
最
古
のP

lacitum

はN
r. 79. 

そ
れ
に
続
く
四
通
はN

r. 88, 93, 94, 95.

そ
の
あ
と
に
続
くP

lacita

の
う
ちN

r. 103, 158, 187

が
写
し
。

（
41
）　

B
ergm

ann, S. 53－
54.

（
42
）　

B
ergm

ann, S.52. 

こ
こ
で
、Bergm

ann

は
、皇
帝R

eskripte

も
パ
ピ
ル
ス
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
初
め
は
そ
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
た
の
だ
、

と
も
述
べ
て
も
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
は
七
世
紀
の
半
ば
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（B

ergm
ann, S.50.

）

（
43
）　

B
ergm

ann, S.54－
55.

（
44
）　

前
注
（
39
）
に
列
挙
し
た
二
二
通
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
う
ち
、
国
王
の
署
名
が
な
い
の
は
五
通
で
あ
る
。

（
45
）　

署
名
者
の
肩
書
き
は
、
前
注
（
13
）
のK

ölzer

本D
iplom

ata, B
d. II. S. 721 ff. 

のN
am

enregister

（
人
名
索
引
）
よ
る
。
署
名
者
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
の

はN
r. 88, 94

で
あ
る
。
大
半
欠
落
し
て
い
る
の
はN
r. 95

で
あ
る
が
、
編
者
はM

ad

〔roald

〕
と
し
て
復
元
し
て
い
る
。
た
だN

am
enregister

に
は
こ
の
人
物
の
肩

書
き
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
欠
落
に
関
係
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
46
）　

前
注
（
13
）
のK

ölzer

本D
iplom

ata, S. X
V, X

V
I.

（
47
）　

前
注
（
19
）
のH

. H
eum

ann-E
. Seckel, H

andlexikon zu den Q
uellen des röm

ischen R
echtes, 1971.

（
48
）　

B
ergm

ann, S. 41, 43. 

前
注
（
6
）
の
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
に
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
のR

eferndar

に
関
係
し
た
次
の
記
述
が
あ
る
。「
宮
内
職
に

属
す
る
も
の
に
は
、
さ
ら
に
国
王
の
書
記
局
が
あ
る
。
書
記
局
は
文
書
の
利
用
と
官
僚
制
と
を
国
制
生
活
の
中
に
導
入
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
手

が
か
り
を
与
え
た
の
は
古
代
末
期
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
書
記
局
で
は
国
王
証
書
（d

ip
lo

m
a

ta

）
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
国
王
証
書
は
、
や
が
て
最
も
確
実

な
証
拠
方
法
と
な
り
、
私
証
書
の
模
範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」「
書
記
局
の
長
は
、
メ
ー
ロ
ヴ
ィ
ン
ガ
時
代
に
お
い
て
は
、
俗
人
た
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
リ
ウ
ス

R
efefendarius

で
あ
り
、こ
れ
に
は
し
ば
し
ば
ロ
ー
マ
系
の
人
が
任
用
さ
れ
た
。
彼
の
職
務
は
国
王
証
書
の
真
正
性
を
認
証
す
る
こ
と
（R

ekognition

）
で
あ
る
」（
一

一
〇
頁
）。
ま
ず
、
以
上
の
記
述
の
中
の
「
認
証
す
る
こ
と
（R

ekognition
）」
で
あ
る
が
、「
認
証
す
る
」
と
翻
訳
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
は
、beglaubigen

で
あ
る
。

P
lacita

に
引
き
付
け
て
言
え
ば
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
はtestim

oniare

に
対
応
す
る
。『
法
律
学
小
辞
典
〔
第
四
版
〕』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
に
よ
れ
ば
、「
認
証
」
の

意
味
は
「
あ
る
行
為
又
は
文
書
の
成
立
・
記
載
が
正
当
な
手
続
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
公
の
機
関
が
証
明
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
国
事

行
為
の
一
つ
に
「
認
証
」
が
あ
る
。P

lacita

に
限
定
し
て
言
え
ば
、R

eferendar

の
仕
事
は
、
当
該P

lacitum

の
内
容
と
そ
の
「
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
」
の
内

　
（
二
〇
一
一
）
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志
社
法
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六
二
巻
六
号

容
と
の
一
致
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、少
な
く
と
もP

lacita

の
場
合
に
は
、「
認
証
」
と
い
う
訳
語
を
使
う
と
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

「
確
認
す
る
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
方
が
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
認
証
」
と
い
う
用
語
を
敢
え
て
使
う
と
す
れ
ば
、P

lacita

に
お
け
る
国
王
の
行
為
に
対
し

て
そ
れ
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
国
王
に
よ
る
認
証
に
責
任
を
負
い
、
何
か
の
時
に
そ
の
認
証
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
の
が

宮
中
伯
。R

eferendar

、
宮
中
伯
、
国
王
の
、P

lacita

に
お
け
る
関
係
性
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
49
）　

次
に
予
定
し
て
い
る
稿
「
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
」
で
説
明
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
差
し
当
た
り
、B

ergm
ann, S. 26 ff.

（
50
）　

Stieldorf, S. 3.

（
51
）　

B
ergm

ann, S. 36.

（
52
）　

B
ergm

ann, S. 46.

（
53
）　

B
ergm

ann, S. 44. B
ergm

ann

は
、
国
王
の
署
名
が
な
い
の
は
、
国
王
がP

lacita

の
内
容
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
述
べ
て
い
る
（S. 

47

）。
署
名
が
な
い
点
で
は
宮
中
伯
の
署
名
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
宮
中
伯
の
場
合
、
テ
キ
ス
ト
本
文
の
中
で
、P

lacita

の
内
容
の
真
正
さ
の
証
言

者
で
あ
る
、
と
名
前
を
明
記
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
で
国
王
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
54
）　

B
ergm

ann, S. 35.

（
55
）　

B
ergm

ann, S. 30.

（
56
）　

B
ergm

ann, S. 30－
31. 

前
注
（
6
）
の
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
一
一
八
頁
に
次
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
中
の
、宮
中
伯
の
下
に
あ
る
「
特
別
の
書
記
局
」

に
関
係
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、Placita

を
読
む
だ
け
で
は
論
評
で
き
な
い
。「
一　

国
王
裁
判
所
は
か
つ
て
民
会
が
有
し
て
い
た
裁
判
権
を
取
得
し
た
。
1　

こ
れ
は
、

国
王
自
身
か
、
ま
た
は
国
王
が
特
別
に
委
託
し
た
者
が
長
と
な
る
裁
判
所
で
あ
る
。
か
か
る
国
王
の
特
別
受
託
者
と
し
て
宮
宰
と
、
の
ち
に
は
さ
ら
に
宮
中
伯

0

0

0

P
falzgraf

と
が
あ
っ
た
。
宮
中
伯
は
元
来
国
王
の
王
宮
区
―
こ
こ
に
は
グ
ラ
ー
フ
の
権
力
は
及
ば
な
か
っ
た
―
の
警
察
長
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
国
王
裁
判
所
の
必

要
的
陪
席
者
、
お
そ
ら
く
そ
の
常
任
的
判
決
発
見
人
と
な
り
、
最
後
に
は
〔
独
立
の
〕
弁
論
指
揮
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
中
伯
の
下
に
は
、
訴
訟
記
録
（placita

）

の
作
成
の
た
め
に
特
別
の
書
記
局
が
付
置
さ
れ
て
い
た
」。

（
57
）　

B
ergm

ann, S. 60－
61.

（
58
）　

K
ölzer

本D
iplom

ata, S. X
V

I.

（
59
）　

Stieldorf, S. 10 ff. 

参
照
。Stieldorf

は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
カ
ー
ル
大
帝
の
二
通
のP

lacita

を
例
に
挙
げ
て
考
察
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ど
ち
ら
の

P
lacitum

に
押
印
さ
れ
て
い
る
印
章
も
、
ほ
か
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
そ
れ
に
比
較
す
る
粗
末
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
印
章
を
保
管
し
て
い
た
の
は

　
（
二
〇
一
二
）
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三
七
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

宮
中
伯
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
（S. 11 ff.

）。

（
60
）　

L
exikon des M

ittelalters, V
I B

d., 2003, S. 2011 ff. 

宮
中
伯
は
宮
中
行
政
の
全
て
を
管
轄
し
て
い
た
。
宮
中
伯
（com

es palatii noster

）
は
あ
る
特
定
の
宮

廷
と
の
関
係
で
出
て
来
る
こ
と
は
な
く
、
移
動
す
る
国
王
の
そ
の
時
々
の
滞
在
地
に
関
係
し
て
出
て
来
る
。
宮
中
伯
は
宿
舎
や
宮
廷
の
賄
い
を
監
督
し
、
宮
廷
の
会

計
を
管
理
し
、
ま
た
、
宮
廷
区
域
（
前
注
（
56
）
中
の
王
宮
区
と
同
じ
）
で
警
察
権
を
行
使
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
時
代
、
す
で
に
、
宮
中
伯
は
、
本
来
は
彼
の

部
下
で
あ
っ
たH

ausm
eier

（
宮
宰
）
に
対
し
て
劣
位
に
あ
っ
た
。
続
く
時
代
、
宮
廷
行
政
に
関
係
す
る
ほ
と
ん
ど
の
権
限
が
宮
中
伯
か
ら
宮
宰
に
移
っ
た
。
そ
の
せ

い
で
、
史
料
で
は
、
国
王
裁
判
で
、
宮
中
伯
が
登
場
し
て
い
る
。
宮
中
伯
職
は
世
襲
で
は
な
か
っ
た
し
、
終
身
で
も
な
か
っ
た
。
国
王
に
よ
っ
て
帝
国
行
政
に
関
係

し
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
決
ま
っ
た
任
地
は
な
か
っ
た
。
宮
中
伯
は
七
世
紀
の
終
わ
り
の
頃
か
ら
頻
繁
に
交
代
し
て
い
る
し
、
一
部
で
は
、
複
数

の
宮
中
伯
が
官
職
に
つ
い
て
い
る
（
以
上
は
上
記L

exikon

の
記
述
の
一
部
の
要
約
で
あ
る
）。
ほ
か
にH

andw
örterbuch zur D

eutschen R
echtsgeschichte, III. 

B
d., 1984, S. 1667 ff.

（
61
）　

兼
岩
正
夫
・
臺
幸
夫
訳
『
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス 

歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク
史
）
Ⅰ
』
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
二
年
中
の
第
五
巻
一
八
章
、
四
一
七
頁
。

同
『
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス 
歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク
史
）
Ⅱ
』
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
二
年
中
の
第
九
巻
一
二
章
、
三
一
三
頁
。

（
62
）　

B
ergm

ann, S. 105 ff.

（
63
）　

K
ölzer

本D
iplom

ata, S. X
III.

　
（
二
〇
一
三
）


